
　岡垣町では、高齢者の尊厳が尊重され、安心して暮らせる町を
目指して高齢者の権利擁護に取り組んでいます。ここでは高齢者
の権利を守る為に必要な情報や相談先についてまとめています。

　商品やサービスの多様化に伴って、悪質な訪問販売や勧誘行
為、契約に関するトラブルなど、消費生活に関するさまざまな被
害やトラブルが起きています。困ったことがあったら悩まず相談
することが大切です。

　クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取
引形態で契約した場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を
解消できる制度です。対象となる取引と期間は特定商取引法やそ
の他の法令などで定められています。



　適切な介護の方法や認知症の高齢者に対する対応が分からずに
つい手をあげてしまうなど、高齢者虐待の背景にはさまざまな要
因があります。虐待を受けている方だけでなく、虐待を行ってし
まった方をサポートする視点も必要です。

　高齢者虐待とは、高齢者の人としての尊厳を傷つける行為であ
り、高齢化が進む中で社会問題になっています。相談者のお名前
が漏れることはありませんので、気づいたことがあれば、地域包
括支援センターにご相談してください。
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　消費者被害にあう高齢者や虐待を受ける高齢者の中には、認知
症や障害などによって正常な判断ができなくなっている場合もあ
ります。こうした方が安心して生活するために利用することので
きる制度についてご紹介します。

　地域住民が異変に気付くことで通報につながり、高齢者の権利
が守られたケースもあります。日ごろから声をかけ合い、気にし
合うことは、認知症などになっても住み慣れた地域で暮らし続け
るためにも大切なことではないでしょうか。

日常生活自立支援事業

福祉サービスの相談や手続きの支援、日常的な金銭管理など

の支援を行います。

〇支援の内容

・福祉サービスの情報提供や手続きの助言など

・生活に必要な支払いや預け入れなどの日常的な金銭管理

・通帳や権利書、実印など大切な書類等の預かり

成年後見制度

判断能力が不十分なために、財産の侵害を受けたり人間とし

ての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活

面で支援を行います。

〇支援の内容

・本人の資産や収支を把握し、本人のために必要な支出を計

画的に行いながら資産を管理します（財産管理）

・入院の手続きや介護サービスの利用契約などの本人の身上

の世話や療養看護に関する行為を行います（身上監護）



〇高齢者虐待

・岡垣町地域包括支援センター（☎２８２－１２１１）

・岡垣町高齢者相談センター（☎２８２－５１６７）

・岡垣町東部高齢者相談センター（☎２８２－５１０３）

〇消費者被害（クーリング・オフ）

・岡垣町消費生活相談窓口（☎２８２－１２１１）

※祝・祭日および年末年始はホットライン「☎１８８」が利用できます

〇日常生活自立支援事業

・岡垣町社会福祉協議会（☎２８３－２９４０）

〇成年後見制度

・北九州市成年後見支援センター（☎８８２－９１２３）

・岡垣町地域包括支援センター（☎２８２－１２１１）

・福岡家庭裁判所小倉支部 （☎５６１－３４３１）

・成年後見センター・リーガルサポート福岡支部

（☎０９２－７３８－７０５０）

・ぱあとなあ福岡（☎０９２－４８３－２９４１）

・高齢者・障害者支援センター「あいゆう」

（☎０９２－７２４－７７０９）

　※相談日時が定められている場合があります。詳しくはお問合せ

　　ください。

　

岡垣町地域包括支援センター

（岡垣町長寿あんしん課内）
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